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　本市は、平成18年10月に上陽町、同22年２月に黒木町・立花町・

矢部村・星野村との歴史的な大合併を果たし、新「八女市」として

生まれ変わりました。県下２位の面積を有する本市には、矢部川や

釈迦岳等の美しい自然、内外に誇れる歴史、伝統、文化、そして全

国ブランド「八女茶」に代表される豊富な農産物があります。これ

らはかけがえのない私たちの宝であり、新市発展のための貴重な地

域資源として、今後も大切に育てていきたいと考えております。

　さて、近年は少子高齢化、高度情報化、国際化などの進展により

私たちの暮しも様変わりし、行政に対するニーズの多様化が一層進

んでいます。他方、長期にわたる景気の低迷は、農林業や中小企業に大きな影響を与え、生

産農家の減少や企業の倒産などを引き起こしています。これらは本市も例外ではなく、時代

の変化や現状を的確に捉えた取り組みが求められています。

　市の財政状況は、合併特例法の優遇措置があるものの中・長期的な見通しは厳しく、今後

ますます進む地方分権時代の中で、国や県から自立した主体的な行政経営を展開していくた

めには、職員数の適正化や事務事業の見直しなど一層の行財政改革を進めていく必要があり

ます。

　このような中、市民と行政が協働し、新しい時代を切り拓いていくため、また、まちづく

りを総合的かつ計画的・効率的に進めるための指針として、新市で初めての第４次八女市総

合計画を策定しました。

　計画の策定にあたっては、旧町村長との意見交換をはじめ、住民・中高生アンケートや地

域別・分野別ワークショップ、各界代表者による審議会等を行い、可能な限り市民ニーズの

把握と反映に努めました。また、分かり易く実績の評価や検証がしやすい計画を目指し、前

期基本計画では施策毎に目標指標と主要事業を掲載しています。

　本基本構想では、「自然・歴史・伝統文化を育み、ふるさとを誇り愛する、美しいまちづくり」「心

豊かに、共に支えあい、安心して健やかに暮らせる、優しいまちづくり」「交流と連携で賑わ

いを、自立と協働で活力を生み出す、楽しいまちづくり」という３つの基本理念を掲げ、め

ざす将来都市像を「ふるさとの恵みを生かし 安心して心ゆたかに暮らせる 交流都市 八女」

と定めました。新市全体の一体化を大切にしながら、豊富な地域資源の活用、情報・医療・

福祉等における地域間格差の解消、様々な交流による賑わいと活力の創造を実践していきま

す。今後減少が見込まれる人口は、雇用の確保と充実・安全安心な定住環境の整備・交流人

口の拡大を施策の３つの柱とし、10年後の目標を現状の７万人と設定しました。

　これらの将来目標に向け「～あたらしい郷土（くに）づくり～」を合言葉として、本計画

に基づく一つひとつの事業を確実に進めながら、市民の皆様と一緒に「誰もがふるさとを愛

し、ふるさとを誇れるまち」をつくってまいります。

　最後に、本計画の策定に際し、熱心にご審議いただきました八女市総合計画審議会委員、

八女市議会議員の皆様をはじめ、アンケートやワークショップ等で幅広いご意見、ご提言を

いただきました市民、各団体の皆様に心からお礼を申し上げます。

　今後とも、本計画実現に向け、議会をはじめ市民の皆様には、より一層のご理解とご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　　　平成23年３月

ごあいさつ

八女市長  三田村 統之 



基　本　構　想

1
1
2
3

4
4
8

9
9
13

16
16
17
18

20
20
20
21
21
22
22

23

……………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………………………………

序　章　計画の趣旨・計画の構成
　　１　計画の趣旨

　　２　計画策定の基本姿勢

　　３　計画の構成及び期間

第１章　八女市の地域特性
　　１　八女市の概況

　　２　八女市の特色

第２章　時代の潮流とまちづくりの課題・ニーズ 
　　１　時代の潮流

　　２　まちづくりの課題・ニーズ

第３章　八女市のめざす将来のすがた
　　１　まちづくりの基本理念

　　２　八女市の将来都市像

　　３　八女市の将来フレーム

第４章　将来都市像実現のための基本目標（施策大綱）
　　１　都市基盤づくり

　　２　生活環境づくり

　　３　産業の振興

　　４　健康・福祉の充実 

　　５　教育・文化の振興 

　　６　市民参画と健全な行財政運営

施策体系図

目　　次



前　期　基　本　計　画

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………

………………………

………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………

………………

…………………………………………………

………………………………

……………………………………

………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………

…………………………………

………………

……

………………………………………

……………………………

……………………………………………………………

……………………………………

………………………………………

………………

…………………

………………

……………………………………

25

27

29
29
31
33
35

37
37
39
41
43
44
45

47
47
49
53
57
59
61

63
63
65
67
69
71
73

施策項目一覧

基本計画のみかた

第１章　都市基盤づくり
　　１　市街地の都市機能が充実したまちをつくる

　　２　暮らしを支える道路交通が発達したまちをつくる

　　３　利便性の高い情報通信環境が整ったまちをつくる

　　４　災害に強いまちをつくる

第２章　生活環境づくり
　　１　人と自然が共生し、循環型社会をめざしたまちをつくる

　　２　美しい景観のまちをつくる

　　３　安全で良質な住宅を供給するまちをつくる

　　４　安全な水を安定供給するまちをつくる

　　５　生活排水環境が整ったまちをつくる

　　６　安全に生活できるまちをつくる

第３章　産業の振興
　　１　八女らしい新産業が育つまちをつくる

　　２　地域の農業を守り、育てるまちをつくる

　　３　新たな可能性を生む林業と、水産業が育つまちをつくる

　　４　観光地としての魅力を高め、都市との交流が広がるまちをつくる

　　５　魅力ある商店街があるまちをつくる

　　６　雇用につながる工業が発展するまちをつくる

第４章　健康・福祉の充実
　　１　市民が健康に生活できるまちをつくる

　　２　地域で支え合う福祉のまちをつくる

　　３　高齢者がいきいきと安心して共に暮らせるまちをつくる

　　４　しょうがい者が地域で安心して暮らせるまちをつくる

　　５　安心して子どもを産み育てることができるまちをつくる

　　６　適正な社会保障ができるまちをつくる
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基 本 構 想

矢部川から望む城山（黒木）

男ノ子焼の里（立花）

（ 平成２３年度 ～ 平成３２年度 ）



八女市総合計画1

　第３次八女市総合計画が開始された平成13年（2001年）以降、本市は平成18年（2006年）10
月１日に上陽町と、さらに、平成22年（2010年）２月１日には黒木町、立花町、矢部村、星野村
と合併し、新しい「八女市」へと大きく変化しました。
　本計画は、新「八女市」の黎明期の10年間を方向づける重要な意味を持つ計画です。
　近年、人口の減少、少子高齢化、個人の価値観の多様化が進展するなど社会情勢が大きく変化す
るなか、地方自治体には、地域の実情・ニーズ1に対応できる行政運営がますます必要となってい
ます。
　また、国から地方への権限移譲が進み、裁量の範囲が拡大していく中で、地方自治体は、これま
で以上に効率的・効果的な行政運営を行っていかなければなりません。
　こうした地方分権2時代に対応していくため、本市においても、さらに自立し、持続的な発展が
可能となるよう、市民と行政の協働による新たな自治の仕組みづくりや、国や県に依存しない自主
的・主体的な政策展開及び行政経営能力が求められてきています。
　本計画は、市の最上位計画であり、第３次八女市総合計画で培ったまちづくりの基盤を継承しつ
つ、新市として生まれ変わった八女市が、めざすまちの将来像を明らかにし、市民と行政が協働し
てまちづくりに取り組みながら、新しい時代を切り拓いていくための指針として策定するものです。

計画の趣旨1

1ニーズ：必要とされるもの、要求。
2地方分権：国全体の行政機能は、中央政府と地方政府（地方公共団体）が分有するが、地方公共団体に地方自治の主体として、できるだけ多くの権限を委譲
すること

序章  計画の趣旨・計画の構成



八女市総合計画 2

計画策定の基本姿勢2
　第４次八女市総合計画は、次の基本姿勢に基づき策定しました。

⑴　10年後のまちのすがた（将来像）を明確にする計画づくり
　　様々な社会変化が予測されるこれからの10年のまちづくりにおいて、その流れを見据え、ま
ちのめざすべき将来方向を明らかにする計画としました。

⑵　市民と行政が目的を共有できる市民参加による計画づくり
　　市民・中高生アンケート調査や地域別・分野別ワークショップを実施するなど、市民が計画づ
くりに参画できる手法を積極的に用いて、様々な意見や具体的な提案をいただき、市民と行政が
将来に向けた目的を共有できる計画としました。

⑶　新市基本計画を尊重した計画づくり
　　合併後の八女市のまちづくり指針として策定された「新市基本計画」を尊重しつつ、合併後の
本市を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた計画としました。

⑷　施策の成果（目標指標）を明確にする計画づくり
　　まちづくりの各施策の達成状況を明確にするため、指標を定め、数値目標を設定することで、
政策・施策の効果を検証しやすい計画としました。

⑸　財政状況を見据えた計画づくり
　　計画の具体的な推進にあたっては、合併後の本市の厳しい財政状況を十分認識した上で、政策
や施策の必要性と効果を十分に検討しながら、毎年、実施計画を策定していくこととしました。



八女市総合計画3

平成 23年度～ 32年度

前期・平成 23年度～ 27年度

平成 23年度～ 25年度

毎年度、見直し

後期・平成 28年度～ 32年度

基本計画

■基本構想
　八女市のめざす将来像の基本方向と総合的かつ計画的
　な行政運営を図るための施策の大綱を示します。

■基本計画
　基本構想で示された施策の大綱に基づき、根幹となる
　具体的な施策を掲げ、分野別に体系化し示します。

■実施計画
　基本計画で示された施策に基づき、具体的事業を示します。

基本構想

実施計画

　第４次八女市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の三層構成とします。

⑴　基本構想
　計画期間は、平成 23 年度を起点とし、平成 32 年度を目標年度とします。

⑵　基本計画
　計画期間は、基本構想に基づき 10 年間としますが、事業の進捗状況及び環境の変化による計画
の見直しに対応するため、前期計画を５年間（平成 23 年度～平成 27 年度）、後期計画を５年間（平
成 28 年度～平成 32 年度）とし、本計画では前期計画を示します。

⑶　実施計画
　計画期間は３年間とし、１年ごとに見直しを行うローリング1 形式とします。

計画の構成及び期間3

1ローリング：長期の事業計画の実施過程において、計画と実績を毎年チェックし、計画的な目標達成を図ること。

■ 総合計画の構成

■ 総合計画の期間

序章　計画の趣旨・計画の構成



八女市総合計画 4

八女インターチェンジ

八女市の概況1
⑴　位置・地勢
　　本市は福岡県の南部、福岡市から南へ約50kmに位置し、北は広川町、久留米市、うきは市、
南は熊本県、東は大分県と県境に面しています。
　　本市の面積は482.53㎢で、県内では北九州市に次ぐ広大な面積であり、西部は平野で、東及
び南東部は森林が大半を占めています。
　　また、一級河川の矢部川やその支流の星野川など大小の河川が、概ね市域の東から西にかけて
流れています。
　　本市の西部では、国道３号が南北を貫き、これと交差して国道442号が東西に走り、西端には
九州縦貫自動車道と接続する八女インターチェンジがあります。

旧上陽町地域

旧八女市地域

旧立花町地域

旧黒木町地域

旧星野村地域

資料：国土交通省 国土数値情報

福岡県福岡県

八女市

旧矢部村地域

八 女 市

第１章  八女市の地域特性



八女市総合計画5

■ 人口・世帯数の推移

■ 年齢階層３区分別人口の推移

昭和55年

昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■0～14歳　■15～64歳　■65歳～

85,000

人 戸

80,000

75,000

70,000

65,000

60,000

55,000

50,000

34,000

32,000

30,000

28,000

26,000

24,000

22,000

20,000

78,012 77,442 76,708 75,859
75,002 74,225

73,431 72,507 71,695 70,783

78,012 77,442 76,708 75,859
75,002 74,225

73,431 72,507 71,695 70,783

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

資料：国勢調査、平成22年は住民基本台帳

資料：住民基本台帳

11,734人
13.8％

55,028人
64.7％

54,408人
64.3％

12,746人
15.1％

51,744人
63.2％

14,241人
17.4％

49,017人
61.7％

16,469人
20.7％

46,046人
60.0％

18,794人
24.5％

43,043人
58.8％

20,162人
27.5％

18,316人
21.5％

17,402人
20.6％

15,883人
19.4％

13,969人
17.6％

11,846人
15.4％

10,056人
13.7％

8,766人
12.4％

41,398人
58.5％

20,507人
29.0％

22,538 22,621 22,720 22,791 22,777
22,982 23,342

23,460 23,573 23,798

22,538 22,621 22,720 22,791 22,777
22,982 23,342

23,460 23,573 23,798

⑵　人口・世帯
　　本市の人口は平成22年３月末日現在（住民基本台帳）で70,671人、世帯数は、23,798世帯となっ
ており、人口は減少傾向が続いています。
　　年齢階層別の割合は、０～ 14歳の年少人口が12.4％、15 ～ 64歳の生産年齢人口が58.6％、
65歳以上の老年人口が29.0％です。昭和55年以降の推移をみると、年少人口比率が低下する一
方で高齢化率が上昇しており、少子高齢化が年々進んでいます。
　　また、１世帯あたりの人数は、平成12年度3.50人から平成22年度2.97人と減少し、核家族化
が進んでいます。



八女市総合計画 6

■ 産業別就業人口の割合

0% 20%

■第１次産業　■第２次産業　■第３次産業　■分類不能

40% 60% 80% 100%

H2

H7

H12

H17

0.1％

※総計には、分類不能の人口も含む 資料：国勢調査

0.1％

0.3％

0.6％

29.1％

25.7％

24.0％

22.5％

27.1％

27.9％

25.7％

24.3％

43.7％

46.3％

50.0％

52.6％

資料：福岡農林水産統計年報
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2,818 2,802 2,732
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農業産出額の推移

H17 H18

⑶　産業
　　平成17年の国勢調査では、本市の15歳以上就業人口は37,272人であり、年々減少傾向が続い
ています。これまで本市の主要産業は農業等の第１次産業でしたが、年々減少しています。産業
別の内訳は、第１次産業8,401人（22.5％）、第２次産業9,041人（24.3％）、第３次産業19,602
人（52.6％）となっています。

■ 産業別生産額

　１）農業産出額の推移
　　農業産出額については、県内
でも有数の規模を誇っています
が、販売価格の低迷や後継者不
足等により、年々微減傾向が続
いています。

第１章　八女市の地域特性



八女市総合計画7

資料：工業統計調査
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製造出荷額等の推移
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資料：商業統計調査

年間商品販売額の推移

H11

119,494

140,000

（100万円）
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40,000
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0
H14

115,547

H16

109,186

H19

112,982112,982

　２）製造品出荷額の推移
　　製造品出荷額については、近
年は横ばいもしくは微増傾向に
あり、事業所数も同様の傾向に
あります。

　３）商品販売額の推移
　　商品販売額については、微減
傾向が続いていましたが、19年
度には若干増加に転じていま
す。特に卸売業の販売額が増加
に転じている点が要因となって
います。
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八女市の特色2
⑴　豊かな森林・河川に囲まれたうるおいある自然空間をもつ地域
　　本市には、豊かな森林や一級河川の矢部川をはじめとする大小の河川、丘陵地帯にはたくさん
の茶畑があり、豊かな自然環境・農村環境に囲まれています。市内には、こうした豊かな地域の
資源を活かした様々な交流施設が整備されており、うるおいと癒しある自然空間を求める都市住
民との多彩な交流が行われる地域です。

⑵　歴史と伝統と文化にあふれた地域
　　本市には、岩戸山古墳に代表される古墳群をはじめ、八女津媛神社、大円寺、松尾弁財天、五
條家御旗祭など地域の歴史文化を象徴する古社寺群や伝統的な祭りがあります。福島地区や黒木
地区には町家群が集積する伝統的な町並みも残っています。また、江戸～昭和戦前期に栄えた仏
壇、提灯、石灯籠、手すき和紙などの様々な伝統工芸が脈々と受け継がれてきています。こうし
た八女の歴史や伝統、文化、町並みを活かした体験型観光やイベント等が行われており、本市の
観光振興につながっています。

⑶　新鮮で安全な農産物が生産され、県内有数の農産物生産地域
　　本市は、県内有数の生産量を誇る農産物の一大生産地です。全国ブランドとして確立されてい
る八女茶をはじめ、電照菊等の花卉、ぶどう・梨等の果樹、いちご・なす等の野菜の主力産品を
中心に、地域の特性にあった付加価値の高い様々な農産物が生産されています。

⑷　福島地区に都市機能が集積し、日常生活圏が一体化している地域
　　本市は、合併前から通勤・通学・通院・買物等の日常生活圏がほぼ同じ地域です。その中で本
市の中心である福島地区には、裁判所や法務局をはじめとする国や県の出先機関、その他の公共
施設、文化施設等があり、都市機能が集積された地域として、これまでもその役割を果たしてき
ています。

⑸　幅広い市民活動（団体）の取り組み
　　本市を構成する各地域では、多彩な伝統芸能の保存や観光振興、町並み保存、地域おこし、環
境保全、子育て、ボランティア、スポーツなどあらゆる分野で各種の市民団体が活動しています。
その多くがまちづくりの様々な場面に参画しており、市民と行政が協働して進めるまちづくりの
大きな原動力となっています。

⑹　学校・家庭・地域の連携で子どもに「生きる力」を育む取り組み
　　本市には、市立の小中一貫教育校や私立の中高一貫校、また県下でも数少ない県立の中高一貫
校があります。歴史に培われた、人を育てる恵まれた教育環境があります。それぞれの中学校区
ごとに小学校と中学校、そして家庭と地域が連携しながら、９カ年で子どもたちに「生きる力」
を育む教育都市への取り組みを進めています。

第１章　八女市の地域特性
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1自然動態：出生・死亡による人口の増減。
2核家族：夫婦（とその未婚の子）だけで構成される家族。
3デマンド交通：これまでの路線バスやタクシーと異なり、利用者が交通業者に電話などで乗車を「要請」することで利用する交通手段。本市では予約型乗合
タクシーの運行を進めている。

時代の潮流1
　　私たちの日常生活を取り巻く社会環境の変化を踏まえて、時代の潮流の中で本市が取り組む
べき課題を的確に把握し、総合計画を策定することとします。

⑴　人口減少と少子高齢化の進行
　　平成17年(2005年)国勢調査や人口動態調査の結果、人口動向の基調となる自然動態1が漸減
していることから、日本の人口は減少局面に入ったと想定されています。
　　一方、総人口に占める65歳以上の老年人口の割合は、今後も高まっていくと推測され、核家
族2化の進行にあわせて、高齢者世帯の増大が加速していきます。
　　社会経済においても、団塊の世代が定年期を迎えることにより、労働力人口が減少するなど、
高齢化による人口構造の変化は、社会に大きな影響を及ぼしています。
　　本市においても、人口の減少が続いています（Ｐ.５）。老年人口の割合は29.0％（平成22年
度　住民基本台帳）と少子高齢化が年々進行してきており、今後もさらに進むことが予想されま
す。こうしたなか、子どもたちが社会の中で生き抜く力を地域で育むことができる社会の実現と、
豊富な知識や経験を生かし、まちづくりの重要な担い手となる高齢者の人材の活用が求められ
ます。

⑵　過疎化の進行
　　地方都市から大都市圏域への人口流出が進んでおり、今後とも大都市を中心とする都市部への
人口集積がますます強まると予想されています。同時に、山間部・農村部においては、過疎化が
全国各地で進んでおり、特に山間部では、路線バスなどの公共交通機関の廃止、医療機関の不足、
耕作放棄地の増加、森林の荒廃等が見られ、生活基盤の弱体化が進むなど、深刻な社会問題となっ
ています。
　　また、少子・高齢化とあいまって、これまで維持されてきた地域住民による互助機能が危機に
さらされることも考えられています。
　　本市においても、特に中山間部において過疎化が進んでおり、デマンド交通3等による公共交
通基盤や地域医療体制の整備をはじめ、まちづくり協議会等の活動促進によるふれあいの場づく
りや支え合い機能の強化、都会に住む人々との交流促進や雇用の場づくり等の定住促進対策が求
められます。

第２章  時代の潮流とまちづくりの課題・ニーズ
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1 循環型社会：大量消費、廃棄社会に変わるべき社会として、有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能で環境への負荷を低滅す
る社会
2 地球温暖化：大気中に含まれる温室効果ガス（二酸化炭素、メタン等）の濃度が高くなることにより、気温が上昇する現象をさす。人間をはじめとした生態
系に深刻な影響が及ぶ恐れがあり地球規模の問題となっている。
3 クリーンエネルギー：資源の制約が少なく、環境負荷の小さいエネルギーのことで、太陽光発電、風力発電、木材を活用したバイオマス発電などをさす。
4 リサイクル：廃品や資源の再利用、再生。

⑶　循環型社会 1の進展
　　経済の発展に伴い環境への負荷が増大した結果、二酸化炭素の排出や熱帯雨林の減少、砂漠化
の進行などがもたらす地球温暖化2問題が顕在化しています。先進国はもとより、新興国の著し
い経済成長に伴い、様々な資源、原油等の化石エネルギーの枯渇化、食糧不足が懸念されており、
自然環境保全への取り組みは世界各国共通の課題となっています。
　　こうしたなか、家庭や企業・職場における省エネルギーの取り組み、資源の再生・再利用の一
層の推進が求められています。また、自然界に存在する新たな資源を活用する仕組みや先進技術
の活用等により、新エネルギーの開発や、環境保全のためのサービスを提供する商品や技術開発
が進展していくものと予想されます。
　　本市においても、豊富な森林資源や自然環境を守り育んでいくために、クリーンエネルギー 3

の導入、リサイクル4の効率化、森林の適正管理、緑化推進等、循環型社会の構築に向けた様々
な取り組みの推進が求められます。

八女西部リサイクルプラザ

八女西部クリーンセンター

木質チップを燃料とするバイオマス
ボイラー（べんがら村）

 第２章　時代の潮流とまちづくりの課題・ニーズ
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1 グローバル化：資金やサービス、情報等が、国家や地域などの境界を越えて流通すること。
2 サブプライムローン問題：アメリカの金融機関が、信用力の低い人に貸し出す住宅ローン ( サブプライムローン ) が不良債権化し、アメリカを中心とした世
界的な株価暴落も引き起こすこととなった問題。
3ユビキタスネットワーク社会：いつでも、どこでも、何でも、誰でも、コンピューター・ネットワーク社会。
4プライバシー：個人や家庭内の私事・私生活。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。
5メディア・リテラシー：コンピューターや先端的な情報通信機器を使いこなせる能力
6サイバー犯罪：インターネットなどを介した犯罪のこと。個人情報の不正入手や消費者トラブルが多発している。

⑷　経済のグローバル化 1の進展
　　経済活動のグローバル化は急速に進展し、人や財、資本などの移動が多様化し活発になってい
ます。2007年の米国のサブプライムローン問題2に端を発した経済危機は急速に全世界に広がり、
国内においても、自動車・家電製品等の製造業が深刻な打撃を受け、雇用問題が社会問題となる
など未曾有の経済危機に見舞われました。
　　こうしたなか、特に中国をはじめとするアジア市場の経済成長に伴い、世界各国はアジアとの経
済交流や連携強化を図ろうとしています。今後国内企業が安価な労働力の確保のために海外へ資本
を移転する一方で、移入労働者の増加が進んでいくことが想定されます。また、海外との幅広い交
流の推進により、外国人居住者の増加や観光をはじめとする交流人口の増大も見込まれます。
　　本市においても、このような経済状況を踏まえて、地域の特性等を考慮し、産業振興による地
域経済の活性化や雇用創出、観光振興による交流人口の拡大等に向けた取り組みが求められます。

⑸　高度情報社会の進展
　　情報通信技術の急速な進歩は、いつでも、どこでも、誰でも簡単に情報の受発信が可能なユビ
キタスネットワーク社会3の到来をもたらし、情報通信ネットワークが市民生活や企業活動にとっ
てますます重要な社会基盤となります。時間や地理的距離の制約がなくなり、知的価値の生産や
活用という新たな産業の創出が進み、地域からの起業による全国規模の事業展開も可能となって
いきます。
　　一方で、プライバシー 4の侵害や個人情報の流出、インターネットにおける犯罪・トラブルの
発生など、新たな社会問題も起こってきており、高度情報社会に適切に対応できる社会システム
の確立が求められます。
　　本市においても、情報通信ネットワーク環境を市全域に整備するとともに、メディア・リテラ
シー 5の向上を図るなど、情報社会に必要な社会システムの確立を図り、日常生活の利便性向上
や地域経済の活性化に取り組んでいくことが求められます。

⑹　暮らしの安全・安心への希求
　　日本の各地で地震や台風、豪雨などによる自然災害が、これまでを上回る規模で発生するなど、
大きな被害をもたらしています。
　　一方、犯罪は凶悪化、低年齢化が進み、無差別テロが発生するなど、従来では考えられなかっ
た犯罪が多くなっています。また、近年では女性や子ども、高齢者を狙ったものやサイバー犯罪6、
悪徳商法などその多様化がみられます。
　　さらには、新型肺炎（SARS）や新型インフルエンザ、鳥インフルエンザや口蹄疫等の特定家
畜伝染病が流行しており、これらへの対策も重要となっています。
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1ドメスティック・バイオレンス：夫やパートナーから女性に向けられる暴力のこと。

　　このような中、本市においても、安全安心なまちづくりのため地域ぐるみの取り組みが進めら
れるなど、防災や防犯に対する意識も高まってきており、感染症や食の安全性に対する取り組み
等も含め、市民や地域等と連携した対策が求められます。

⑺　地方分権時代の地域社会の創造
　　国の構造改革や、国と地方の役割を見直す地方自治制度の改革が進むなか、地方自治体は国か
ら権限や税源の移譲を受け、新しい地方分権社会を自らの力で作り上げる必要があります。これ
からの地方自治体は、住民にもっとも身近な行政主体として、多様化するニーズにスピードや柔
軟性をもって対応できる質の高いサービスを提供するとともに、地域の特色を生かした創造的な
政策形成能力や事業遂行能力を高めていくことが求められます。
　　一方で、景気低迷による税収の伸び悩みや、依然として不透明な経済動向の中で、今後も地方
都市においては財源の確保が厳しい状況が続くことが予想されます。効率的な行政運営を行い、
限りある財源を効果的に活用してまちづくりを進めていくためには、行政、市民、地域、企業等
がそれぞれの役割に基づいて主体的にまちづくりに取り組んでいくことが必要になります。
　　本市においても、新たな地方自治の確立のため、一層の行財政改革を推進し、市民との協働に
より、さらに自立した自治体経営に取り組んでいくことが求められます。

⑻　男女共同参画社会の実現
　　少子高齢化が進展する中、将来にわたり活力ある経済・社会を維持していくためには、多様な
能力を持つ男女が、お互いの身体的特徴を理解したうえで、人権を尊重しつつ、社会のあらゆる
分野において、対等な構成員として能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現が、わが国全
体の重要課題となっています。
　　本市においても、男女共同参画社会基本法、八女市男女共同参画のまちづくり条例に沿って、
男女の人権尊重、ドメスティック・バイオレンス1等の根絶、市のあらゆる政策決定過程への女
性登用等に取り組み、男女共同参画社会を推進していくことが求められます。

 第２章　時代の潮流とまちづくりの課題・ニーズ
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安全で豊かな食をつくる農業が育つまち

時代にあった商工業が充実し、新たな雇用が生まれるまち

幅広い観光の交流による賑わいのあるまち

地域の貴重な資源である伝統的なまちなみや伝統工芸を育て活かすまち

生涯学習が盛んで住民が自由に学習し、自己実現のできる学びのまち

医療保健環境が充実し、誰もが健康で元気に暮らせるまち

子どもたちを育てる環境のよいまち

福祉を重視し、高齢者・障害者等が社会参加できるまち

豊かな自然を守り・育て、環境問題に積極的に取り組むまち

地域の住民が助け合うコミュニティ活動が盛んなまち

交通・住宅等の住民の暮らしの便利さが充実したまち

自然災害や交通事故犯罪の少ない安全な防災・防犯のまち

その他

0.0％

14.5％

16.5％

1.7％

2.4％

1.2％

16.0％

7.0％

3.5％

4.0％

2.0％

3.7％

4.3％

0.4％

20.0％

■ 住みやすい
■ どちらかというと住みにくい

29.5％ 42.9％ 10.2％ 11.2％

■ どちらかというと住みやすい
■ 住みにくい

■ どちらでもない
■ 無回答

3.2％

3.0％

まちづくりの課題・ニーズ2
⑴　住民意識調査にみるまちづくりの課題・ニーズ
　　本計画の策定にあたり「第４次八女市総合計画策定のための住民アンケート調査」を実施し、
住民のまちづくりに対する課題・ニーズの把握を行いました。（対象者4,000人、回答者1,809人、
回収率45.2％）

①　八女市の住みやすさ
　　現在の八女市について、住みやすい（「住みやすい」「どちらかというと住みやすい」）と回答
した市民は72.4％となり、市民は概ね八女市に住みやすいと感じています。
　　特に、住みやすい理由としては、「自然が豊かだから」という回答が78.4％と最も高く、次いで「公
害が少ないから」「交通事故、犯罪等が少なく安心して生活できるから」となっています。

　　一方、住みにくい理由としては、「交通の便が悪いから」「買い物に不便だから」「働く環境が
あまり整っていないから」という３つの回答が多数を占めています。

②　新しい八女市の将来像として最も重要な点
　　新しい八女市の将来像として上位となったのが「時代に合った商工業が充実し新たな雇用が生
まれるまち」（16.5％）、「医療保健環境が充実し、誰もが健康で元気に暮らせるまち」（16.0％）、「安
全で豊かな食をつくる農業が育つまち」（14.5％）となっています。
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※表右の数値は、アンケート調査での満足度の5段階評価を次の式による平均値として示したものである。④の重要度についても同様。
◎５段階評価＝（<満足×２点>＋<やや満足×１点>＋<わからない×０点>－<やや不満×１点>
　　　　　　　－<不満×２点>）÷（全体件数－無回答）

ごみの分別・減量化・リサイクルの推進

ごみ処理体制の整備

消防・防災体制の充実

広報・広聴活動の充実

水資源の確保

伝統的なまちなみと保存と活用

上水道の安定供給

健康審査・検診・相談等の充実

交通安全対策の推進

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.700.600.50

商店街の魅力づくり

公共交通機関（JR・バス等）の充実

商店街の活性化支援

企業誘致の推進

農林業の担い手の育成

中心市街地の整備

中小企業の経営基盤強化のための支援

農商工連携による新たな産業開発

U・I ターン人材の交流と誘致

-0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.70-0.60-0.50

0.64

0.50

0.46

0.43

0.43

0.31

0.29

0.27

0.24

0.64

0.50

0.46

0.43

0.43

0.31

0.29

0.27

0.24

－0.64

－0.63

－0.57

－0.49

－0.44

－0.43

－0.34

－0.31

－0.31

－0.64

－0.63

－0.57

－0.49

－0.44

－0.43

－0.34

－0.31

－0.31

③　まちづくりの満足度
　　現状の八女市のまちづくりに関する59の施策について、市民の満足度が高い項目は「ごみの
分別・減量化・リサイクルの推進」「ごみ処理体制の整備」「消防・防災体制の充実」、満足度の
低い項目は「商店街の魅力づくり」「公共交通機関の充実」、「商店街の活性化支援」となってい
ます。全体的には産業（商業・農業・企業誘致）に関する満足度の低さが目立っています。

■ まちづくりの満足度の高い項目

■ まちづくりの満足度の低い項目

 第２章　時代の潮流とまちづくりの課題・ニーズ
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地域医療体制の確立

ごみの分別・減量化・リサイクルの推進

健康審査・検診・相談等の充実

健全な財政運営の推進

消防・防災体制の充実

防犯対策の推進

ごみ処理体制の整備

公害の未然防止

行政事務の効率化

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.40

0.50

1.201.00

0.0％

27.1％
9.6％

16.3％

19.1％

37.6％

14.9％

16.3％
19.6％

7.7％
1.5％

14.3％
3.0％

19.1％
7.2％

37.6％
20.0％

42.6％
26.4％

3.8％
25.7％

4.4％
9.8％

4.9％
1.6％
1.5％
2.2％

32.6％
5.5％

9.7％
10.4％

14.9％
43.8％

4.3％
10.7％

20.0％ 40.0％ 60.0％

交通体系
都市開発
自然景観
住環境
情報通信
国際化
環境保全

エネルギー対策
防災・防犯
交通安全
保健・医療
社会福祉
高齢者対策
少子化対策
住民活動
学校教育
生涯教育
青少年育成
文化振興
住民体育
女性施策
人権擁護
農林業
工業
商業
観光

定住促進
雇用対策
住民参加
行政機能

1.15

1.12

1.09

1.08

1.07

1.02

1.02

1.31

1.19

1.15

1.12

1.09

1.08

1.07

1.02

1.02

1.31

1.19

④　今後のまちづくりの重要度
　　今後の八女市のまちづくりにおいて、市民が感じる最も重要度が高い項目は「地域医療体制の
確立」、次いで「ごみの分別・減量化・リサイクルの推進」「健康診査・検診・相談等の充実」となっ
ています。

⑤　特に力を入れるべき分野
　　今後、特に力を入れるべき分野として、最も多かったのは「雇用対策」(43.8％)となり、次いで「高
齢者対策」（42.6％）、「保健・医療」（37.6％）、「農林業」（32.6％）となっています。

■ まちづくりの重要度の高い項目

 第２章　時代の潮流とまちづくりの課題・ニーズ
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まちづくりの基本理念1
　　本市には、豊かな自然と歴史、受け継がれてきた伝統文化があります。それは、今もわたし
たちの暮らしと深くかかわり、「八女らしさ」として、わたしたちの心の中に息づいています。
この「八女らしさ」をかけがえのない大切な財産として守り育て、誰もがふるさとを愛する、
美しいまちづくりをめざします。

『自然・歴史・伝統文化を育み、ふるさとを誇り愛する、美しいまちづくり』

『心豊かに、共に支えあい、安心して健やかに暮らせる、優しいまちづくり』

『交流と連携で賑わいを、自立と協働で活力を生み出す、楽しいまちづくり』

　　本市には、それぞれの地域に多様な助け合いのかたちがあります。少子高齢化と過疎化が進
む地域社会の中で、一人ひとりが互いに認めあい、心豊かに、支えあいの心を持ちながら地域
とかかわり、安全で安心して、健やかに暮らせる、優しいまちづくりをめざします。

　　本市には、観光や産業の振興につながる多彩な地域資源があります。これらを活かして、内
外の人々との交流や連携を進めながら、地域に新たな賑わいと元気を生み出し、市民と行政が
協働して活力を生み出す、楽しいまちづくりをめざします。

　本市のまちづくりの基本理念を、次のとおり掲げます。

第３章  八女市のめざす将来のすがた
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八女市の将来都市像2
　　まちづくりの基本理念をふまえ、広大な市域の中で地域それぞれの個性を尊重しながら、全
体の一体化と均衡のとれた住みよいまちをめざし、将来都市像へ向かうキーワードと将来都市像
を次のように定めます。

●私たちのふるさと八女市は、先人たちに守り育まれてきた自然、歴史、伝統、文化、産
業等の豊富な資源に恵まれ、温かい人情にあふれるまちです。これらを共に地域資源と
して最大限に活かし、発展させるまちをつくります。

●広大な本市においては、情報・医療・福祉・雇用等への不安や地域間格差の解消をめざす
とともに、一人ひとりの人権を大切にして、心豊かに安心して暮らせるまちをつくります。

●地域資源を活かし、観光交流、都市住民との農業体験交流、スポーツ交流、児童生徒間
交流、国際交流などで内外との交流を積極的に進め、新しい賑わいと活力を生み出す交
流都市としてのまちをつくります。

■将来都市像へ向かうキーワード■

～　あたらしい 郷土づくり　～
く　   に

■将来都市像■

ふるさとの恵みを生かし
安心して心ゆたかに暮らせる

交流都市 八女
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将来推計人口と目標人口
国勢調査人口

人　口

50,000

７６,６８９ ７３,２６２ ７０,６５９ ６７,７２８ ６４,５７３ ７０,０００

平成１２年
（２０００）

将来推計人口 目標人口

平成１７年
（２００５）

平成２２年
（２０１０）

平成２７年
（２０１５）

平成３２年
（２０２０）

平成３２年
（２０２０）

55,000

60,000

65,000

76,689人

平成12年
（2000）

平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

73,262人73,262人

70,659人

67,728人67,728人

64,573人

目標人口

単位：人

70,000

75,000

80,000
（人）

現状値（国勢調査） 推計値（コーホート要因法）

★

1コーホート要因法：コーホートとは、ある年（期間）に生まれた集団のことをいい、コーホート要因法とは、その集団のある期間の人口変化を観察すること
で将来人口を推計する方法。

八女市の将来フレーム3
⑴　将来人口の推移と目標人口の設定
　　平成17年(2005年)国勢調査の結果、本市の総人口は、前回の平成12年(2000年)国勢調査人
口から3,427人減少し、73,262人となりました。
　　全国的に人口が減少傾向に転じる中、本市においても減少傾向が続いており、平成12年と平
成17年の国勢調査をもとにしたコーホート要因法1による人口推計（資料：国立社会保障・人口
問題研究所）によると、目標年次である平成32年(2020年)には、64,573人まで減少することが
予測されます。
　　こうした人口減少傾向に対し、本市は、将来像の実現に向けた取り組みを進めることで、現状
人口である７万人の人口規模を維持していくことをまちづくりの目標とします。
　　目標人口を達成するためには、課題である若年層を中心とした定住環境づくりとして、産業振
興による雇用の場の創出や、安心して子どもを生み育てていくことのできる環境の整備など、定
住の促進につながる施策を重視し、推進していきます。

第３章　八女市のめざす将来のすがた
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■ 目標人口達成に向けた３つの柱

⑵　目標人口達成に向けた取り組み
　　さらなる少子高齢化・人口減少が進むこれからの10年間において、本市が目標人口を達成し、
安定した活力ある地域社会を確立していくためには、人口流出の抑制と人口流入の拡大の両面か
ら定住促進につながる積極的な取り組みが必要となります。
　　本市では、目標人口達成に向けて、「産業振興による雇用の確保・充実」「安全・安心な定住環
境づくり」の２つのまちづくりの重点課題と、これらの課題を推進するための「地域経済・地域
活力につながる交流人口の拡大」の３つを柱として取り組みを進めていきます。

雇用の確保・充実

●時代のニーズにあった産業
基盤の確立

●地域資源を活かした新産業
の育成

●企業誘致の推進

●定住者向け住宅の確保
●高齢社会に対応した生活基
盤の整備

●生命を守る保健・医療・福
祉の充実

●子育てしやすい環境づくり
●教育環境の充実

●地域経済へ波及する観光
交流の拡大
●地域の産業・人材の連携・
交流拡大
●産学官連携の拡大

●地域で支え合うコミュニ
ティの充実
●市内の地域間交流の拡大
●定住自立圏構想の推進

安全・安心な定住環境

目標人口の達成

交流人口の拡大

若年層等の
人口流出の抑制

新たな定住人口
の拡大

交流人口の拡大
による活性化

第３章　八女市のめざす将来のすがた
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都市基盤づくり1
計画の基本理念、将来都市像を実現するため基本目標を次のように定めます。

〈 快適で安全・安心な暮らしを支える都市基盤づくりと都市機能の充実 〉
　　市民生活や経済活動を向上・充実させていくうえで、より機能的な都市づくりが求められてい
ます。このため、それぞれのまちの顔として存在してきた、福島地区に代表される市街地につい
て、その機能を充実させていくとともに、新たな市域内を結ぶ幹線道路ネットワークの構築やデ
マンド交通を活かした公共交通手段の充実、情報通信基盤を活かした情報通信サービスの拡大を
進めていきます。
　　また、大規模風水害が増加する今日、河川改修や治山・治水対策、消防・防災体制の強化により、
災害に強いまちづくりを進め、自然にやさしく安全な都市づくりに取り組みます。

■ 市街地の都市機能が充実したまちをつくる （土地利用／市街地整備）

■ 暮らしを支える道路交通が発達したまちをつくる （道路・交通体系の整備）

■ 利便性の高い情報通信環境が整ったまちをつくる （情報通信基盤整備）

■ 災害に強いまちをつくる （河川・森林等の整備／防災・消防体制の充実）

生活環境づくり2〈 人と自然にやさしく、暮らしやすい生活空間づくり 〉
　　今日、地球規模での環境問題が大きな社会問題となっており、環境への負荷の少ない循環型社
会の構築が必要となっています。本市の有する豊富な森林・美しい河川は市民共有の財産であり、
これらの貴重な自然環境の保全に努めるとともに、ごみ対策、排水処理対策や公害防止などを強
化し、市民が快適に暮らすことのできる環境共生型の社会づくりをめざします。
　　あわせて、伝統的建造物群保存地区及び棚田群に代表される美しい景観の保全、多様なニーズ
に対応した住宅、市民の憩いの空間としての公園・緑地の維持などを進め、良好な生活空間の創
出をめざします。
　　また、関係機関との連携等により、複雑多様化する犯罪被害や消費者トラブル、交通事故等か
ら市民の生命や財産を守り、安心して暮らすことのできる社会の実現をめざします。

■ 人と自然が共生し、循環型社会をめざしたまちをつくる
　  （自然環境保全／地球温暖化防止／ごみ減量化・リサイクル／ごみ・し尿処理／公害防止）

■ 美しい景観のまちをつくる （景観保全／公園・緑地整備）

■ 安全で良質な住宅を供給するまちをつくる （住宅供給の推進）

■ 安全な水を安定供給するまちをつくる （上水道整備／水の安定供給）

■ 生活排水環境が整ったまちをつくる （生活排水対策／下水道の整備）

■ 安全に生活できるまちをつくる （防犯対策／交通安全対策／消費生活対策）

第４章  将来都市像実現のための基本目標（施策大綱）
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産業の振興3〈 地場産業・観光の振興と地域資源を活かした新産業創出、雇用の確保 〉
　　経済のグローバル化、環境の時代に向けた技術革新の進展や少子・高齢化の進展などを背景と
して、社会経済環境は大きな変化の時代に向かっています。この社会経済の変革期の中で、本市
の重要な課題である雇用の拡大につながる産業振興を進めていくために、地域資源を活かし、時
代のニーズにあった新たな産業基盤の確立をめざすとともに、交通立地を活かした工業団地への
企業誘致を進めます。
　　また、本市の農林業は、地域の基幹産業であるとともに、食料の安定供給や国土の保全等、多
面的機能を有しており、基盤整備や経営の安定化、消費者ニーズに対応した付加価値産品の開発
等に取り組み、産業の維持・発展に努めます。
　　一方、本市は多様な歴史遺産・自然等の観光資源を有しています。これらを活かし、市全域を
周遊する滞在型観光、体験観光を推進し、交流人口の拡大による新たな賑わいと活力あふれる都
市づくりに取り組みます。さらに、中心市街地整備と一体となった商業振興を促進するとともに、
伝統産業の近代化を進め、既存産業の経営強化に努めます。

健康・福祉の充実4〈 少子・高齢社会に対応し、自分らしく、安心して暮らせるまちづくり 〉
　　今日の少子・高齢社会において、福祉環境や子育て環境の整備は重要な課題です。保健・医療・
福祉サービスの各分野における連携を進め、多様なニーズに対応できるサービス提供基盤を強化
するとともに、地域で支え合う福祉社会の確立を進め、保育の充実や地域で子育て支援ができる
環境づくりを進めます。
　　また、市民の生命を守る医療の確保も重要な課題です。健康寿命の延伸をめざした市民の健康
づくりと併せて、地域医療体制の充実に努めます。
　　さらに、高齢者やしょうがい者が積極的に社会参加できる機会の拡充や生活環境の整備に努
め、介護保険制度など社会保障制度の充実を促進することにより、安心して暮らせる健康・福祉
のまちづくりに取り組みます。

■ 八女らしい新産業が育つまちをつくる （新産業創出）

■ 地域の農業を守り、育てるまちをつくる （農業振興）

■ 新たな可能性を生む林業と、水産業が育つまちをつくる （林業振興・水産業振興）

■ 観光地としての魅力を高め、都市との交流が広がるまちをつくる （観光振興）

■ 魅力的な商店街があるまちをつくる （商業の振興・商店街の活性化）

■ 雇用につながる工業が発展するまちをつくる （伝統産業振興・企業誘致の推進）

■ 市民が健康に生活できるまちをつくる （健康づくり・医療体制の充実）

■ 地域で支え合う福祉のまちをつくる （地域福祉の推進）

■ 高齢者がいきいきと安心して共に暮らせるまちをつくる （高齢者福祉の充実）

■ しょうがい者が地域で安心して暮らせるまちをつくる （しょうがい者福祉の充実）

■ 安心して子どもを産み育てることができるまちをつくる （子育て支援の充実）

■ 適正な社会保障ができるまちをつくる （国民健康保険制度の運営・生活保護事務）
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教育・文化の振興5〈 生きる力の育成と豊かな心を育てるまちづくり 〉
　　次代を担う子どもたちが、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育みながら、たくましく生き
る力を身につけることができるよう、学校、地域、家庭の連携のもと、学校教育の充実を図ると
ともに、地域交流センターを中核に、様々な学習機会の提供や市民が主体的に学ぶことができる
生涯学習の環境づくりを進めます。さらに、国際感覚をもった人材を育てるため、国際交流の機
会を広げていきます。また、人権教育を推進し、すべての市民が互いに認め合う社会をめざすと
ともに、平和の尊さを伝えるまちづくりを進めます。
　　本市には、岩戸山古墳をはじめとする貴重な史跡や伝統文化が数多くあります。これらの資源
を有効に活用し、市民の地域への愛着とふるさとを誇りに思う心を育み、歴史遺産を活かした観
光や交流の推進を図ります。
　　日常的な体力づくりや健康づくりから競技型スポーツまで、市民がスポーツを楽しみ、スポー
ツを通じて交流できるまちをめざし、その機会や施設の充実に努めます。

■ 確かな学力・豊かな心・健やかな体を育むまちをつくる （学校教育の充実）

■ 市民の豊かな心を育むまちをつくる （生涯学習の振興）

■ 人としての尊厳が守られるまちをつくる （人権・同和教育の推進）

■ 国際交流と平和への願いが広がるまちをつくる （国際交流の推進／平和意識の高揚）

■ 伝統文化と市民文化が活きるまちをつくる （文化の振興）

■ 市民がスポーツに親しむまちをつくる （スポーツの振興）

市民参画と健全な行財政運営6〈 市民とともに歩み、市民とともに進めるまちづくり 〉
　　まちづくりの主役は市民であり、行政と市民との協働によるまちづくりが重要になっていま
す。地方分権がさらに進むこれからの地域社会において自己決定、自己責任の原則に立った主体
的な地方行政の実現に向け、市民参画によるまちづくりの充実と市民団体を含む地域コミュニ
ティの育成に努めます。
　　また、健全財政の堅持とさらなる効率的行政をめざし、行財政改革の一層の推進に取り組むと
ともに、近隣市町との事務の共同処理や互いの役割分担に基づき連携協力して地域活性化に取り
組む定住自立圏構想を推進していきます。
　　さらに、人々の価値観やライフスタイルが変化し、人と人とのつながりが希薄化する社会の中
で、人権の尊重や男女共同参画を基調に、すべての市民がお互いの違いを違いとして認め合い自
分らしく暮らせるよう、市民がつながり合い、共につくるまちづくりに取り組みます。

■ 市民が積極的にまちづくりに参画するまちをつくる （市民と行政の協働・情報共有）

■ 地域を支えるコミュニティが自立したまちをつくる （地域コミュニティづくり）

■ すべての市民が自分らしく暮らせるまちをつくる（人権尊重・男女共同参画社会の実現）
■ 市民ニーズにあった行政サービスを提供するまちをつくる  （行政サービスの提供）
■ 効率的で健全な行財政を運営するまちをつくる （健全な財政運営の推進）

■ 安心して暮らせる広域生活圏をつくる （定住自立圏構想の推進）

第４章　将来都市像実現のための基本目標（施策大綱）
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施策体系図

■将来都市像へ向かうキーワード■

～　あたらしい 郷土づくり　～
く　   に

■将来都市像■

ふるさとの恵みを生かし
安心して心ゆたかに暮らせる

交流都市 八女

自然・歴史・伝統文化を育み、ふるさとを誇り愛する、美しいまちづくり

心豊かに、共に支えあい、安心して健やかに暮らせる、優しいまちづくり

交流と連携で賑わいを、自立と協働で活力を生み出す、楽しいまちづくり

〈 基　本　理　念 〉

⑥市民参画と健全
　〈市 民 と と も に 歩
るまちづくり 〉

②生活環境づくり
　〈人と自然にやさし
空間づくり 〉

③産業の振興
　〈地場産業・観光の
した新産業創出、雇

④健康・福祉の充実
　〈少子・高齢社会に
安心して暮らせるま

⑤教育・文化の振興
　〈生きる力の育成と
づくり 〉

①都市基盤づくり
　〈 快適で安全・安心
基盤づくりと都市機
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■ 八女らしい新産業が育つまちをつくる （新産業創出）

■ 地域の農業を守り、育てるまちをつくる （農業振興）

■ 新たな可能性を生む林業と、水産業が育つまちをつくる （林業振興・水産業振興）

■ 観光地としての魅力を高め、都市との交流が広がるまちをつくる （観光振興）

■ 魅力的な商店街があるまちをつくる （商業の振興・商店街の活性化）

■ 雇用につながる工業が発展するまちをつくる （伝統産業振興・企業誘致の推進）

■ 市民が健康に生活できるまちをつくる （健康づくり・医療体制の充実）

■ 地域で支え合う福祉のまちをつくる （地域福祉の推進）

■ 高齢者がいきいきと安心して共に暮らせるまちをつくる （高齢者福祉の充実）

■ しょうがい者が地域で安心して暮らせるまちをつくる （しょうがい者福祉の充実）

■ 安心して子どもを産み育てることができるまちをつくる （子育て支援の充実）

■ 適正な社会保障ができるまちをつくる （国民健康保険制度の運営・生活保護事務）

■ 市街地の都市機能が充実したまちをつくる （土地利用／市街地整備）

■ 暮らしを支える道路交通が発達したまちをつくる （道路・交通体系の整備）

■ 利便性の高い情報通信環境が整ったまちをつくる （情報通信基盤整備）

■ 災害に強いまちをつくる （河川・森林等の整備／防災・消防体制の充実）

■ 人と自然が共生し、循環型社会をめざしたまちをつくる
　  （自然環境保全／地球温暖化防止／ごみ減量化・リサイクル／ごみ・し尿処理／公害防止）

■ 美しい景観のまちをつくる （景観保全／公園・緑地整備）

■ 安全で良質な住宅を供給するまちをつくる （住宅供給の推進）

■ 安全な水を安定供給するまちをつくる （上水道整備／水の安定供給）

■ 生活排水環境が整ったまちをつくる （生活排水対策／下水道の整備）

■ 安全に生活できるまちをつくる （防犯対策／交通安全対策／消費生活対策）

■ 市民が積極的にまちづくりに参画するまちをつくる（市民と行政の協働・情報共有）
■ 地域を支えるコミュニティが自立したまちをつくる （地域コミュニティづくり）

■ すべての市民が自分らしく暮らせるまちをつくる（人権尊重・男女共同参画社会の実現）
■ 市民ニーズにあった行政サービスを提供するまちをつくる  （行政サービスの提供）
■ 効率的で健全な行財政を運営するまちをつくる （健全な財政運営の推進）

■ 安心して暮らせる広域生活圏をつくる （定住自立圏構想の推進）

■ 確かな学力・豊かな心・健やかな体を育むまちをつくる （学校教育の充実）

■ 市民の豊かな心を育むまちをつくる （生涯学習の振興）

■ 人としての尊厳が守られるまちをつくる （人権・同和教育の推進）

■ 国際交流と平和への願いが広がるまちをつくる （国際交流の推進／平和意識の高揚）

■ 伝統文化と市民文化が活きるまちをつくる （文化の振興）

■ 市民がスポーツに親しむまちをつくる （スポーツの振興）

な行財政運営
み、市民とともに進め

く、暮らしやすい生活

振興と地域資源を活か
用の確保 〉

対応し、自分らしく、
ちづくり 〉

豊かな心を育てるまち

な暮らしを支える都市
能の充実 〉

第４章　将来都市像実現のための基本目標（施策大綱）






